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【手続補正書】
【提出日】平成20年6月27日(2008.6.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハウジング１と、少なくとも２つの回転する撹拌機２および３とを含む装置であって、
　撹拌機の少なくとも１つ２は、ハウジング１の中心に配置されたヘリカル型またはアン
カー型撹拌機であり、他方の撹拌機の少なくとも１つ３は、偏心的に配置されたスクリュ
ー型またはブレード型撹拌機であることを特徴とする装置。
【請求項２】
　ポリマーの製造および処理のための、請求項１に記載の装置の使用。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　・実施例４
　図５は、本発明にかかるミキサーの変形例を示し、ヘリカル型中心撹拌機２とスクリュ
ー型偏心撹拌機３とは、互いに係合し、同期して駆動する。機械的安定性を改善するよう
に、（本実施例では）４つの補強ロッド４がシャフトに平行に、ヘリカル型撹拌機の外径
部に取り付けられる。これにより、混合時間の短縮に重要な、ヘリカル型撹拌機とスクリ
ュー型撹拌機との間の係合が妨げられることなく、ヘリカル型撹拌機の全体構造は、弾性
および塑性変形に対し、非常に効果的に強化される。
　なお、本発明は以下の態様を含む。
　態様１．　ハウジング１と、少なくとも２つの回転する撹拌機２および３とを含む装置
であって、
　撹拌機の少なくとも１つ２は、ハウジング１の中心に配置されたヘリカル型またはアン
カー型撹拌機であり、他方の撹拌機の少なくとも１つ３は、偏心的に配置されたスクリュ
ー型またはブレード型撹拌機であることを特徴とする装置。
　態様２．　少なくとも１つの偏心撹拌機３と、少なくとも１つの中心撹拌機２とが、同
じ方向または反対方向に回転することを特徴とする態様１に記載の装置。
　態様３．　スクリュー型偏心撹拌機が、ヘリカル型中心撹拌機に係合していることを特
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徴とする態様１または２に記載の装置。
　態様４．　係合率Ｅが３０％～９９％、好ましくは８０％～９５％であることを特徴と
する態様１～３のいずれかに記載の装置。
　態様５．　ヘリカル型撹拌機またはアンカー型撹拌機の羽根の数が２つであり、スクリ
ュー型撹拌機またはブレード型撹拌機の羽根の数が１つまたは２つであることを特徴とす
る態様１～４のいずれかに記載の装置。
　態様６．　撹拌機のピッチと回転速度と外径とが以下の数式（１）を満足することを特
徴とする態様１～５のいずれかに記載の装置：

　ここで、ｎ１およびｎ２は、それぞれ中心撹拌機および偏心撹拌機の回転速度であり、
Ｄ１およびＤ２は、それぞれ中心撹拌機および偏心撹拌機の外径であり、Ｓ１およびＳ２

は、それぞれ中心撹拌機および偏心撹拌機のピッチである。
　態様７．　ヘリカル型撹拌機のピッチＳが０．０５以上であることを特徴とする態様１
～６のいずれかに記載の装置。
　態様８．　スクリュー型撹拌機のヘリカル型撹拌機に対する回転速度比が、５：１から
１：１の範囲内であるあることを特徴とする態様１～７のいずれかに記載の装置。
　態様９．　容器の壁近傍でのヘリカル型撹拌機による移動の向きが下向き（下向きのポ
ンプ作用）であるｘｕ＜＜ｘ０となるように垂直方向の距離の分布が選択され、また、螺
旋による流れの方向が上向き（上向きのポンプ作用）であるｘ０＜＜ｘｕとなるように垂
直方向の距離の分布が選択されることを特徴とする態様１～８に記載の装置。
　態様１０．　ポリマーの製造および処理のための、態様１～９に記載の装置の使用。
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